
■財産と権利■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 175号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：財産と権利  

 

地主の学校の執筆に苦戦している。 

はじめは僕自身の取り組みを紹介するためくらいの軽い気持ちで取り掛かったのだが、書き進むにつれて考えさ

せられる課題とぶつかり、その答えを見つけて書き加えているうちに、当初思っていたものとは少し違うものに

なってしまった。 

でも、思考というのは不思議なもので、ひとたび広がってしまうと、もう二度と折りたたんで元に戻すことはで

きない。 

その上、思考の広がる瞬間とは、この上なく気持ちの良いものなので、やめられない。 

つまり、本の執筆からすぐに脱線して新たな思考を楽しんでしまう。 

だが、こんなことをしているといつまでたっても本は仕上がらないので、本の題名は「地主の学校」から変更せ

ず、急いでまとめたいと思う。だがだが、思考の広がりも止められない。 

そこで僕は、このブログを書く。 

 

今日書きたいことは、「財産と権利」についての考察だ。 

僕は今、土地という財産をお金で売買するのでなく、無償で譲渡することによって後継者を育成し、貴重な土地

を余らせている社会を変えたいと思っている。 

だが、多くの人にとって土地を無償で譲渡することは理解しがたいようで、なかなかスッキリ説明できずにいた。 

僕は、この土地問題に取り組むため、最初に日本土地資源協会を立ち上げ、土地を「資産」から「資源」に変え

ようと唱えてきたのだが、これはなかなかスローガンの域を越えられず、納得のいく説明ができていなかった。 

ちなみにここで言う納得とは、僕自身の納得のこと。 

たとえ聞く人が納得しても、僕自身が納得できなければ、相手の納得も信用できない。 

だが、ようやくこの問題が解けてきた。 



土地は財産と資源でなく、財産と権利に分ける必要がある。 

 

「財産権」という言葉は、所有権をはじめとする物権のほか、債権、社員権、さらに著作権や特許権などの無体

財産権（知的財産権）、鉱業権や漁業権などの 特別法上の権利を含む総称だ。 

確かにこれらは、全て売買が可能だ。 

だが一方で、「財産」とは「物事の売買可能な側面」を取り扱う言葉に過ぎない。 

したがって、ほとんどの人がこの側面を利用して売買を目的にしているかもしれないが、すべての権利の本来の

目的は売買ではない。 

例えば、所有権は所有が目的だし、著作権は著作物の支配が目的だ。 

これらすべてを財産として売買することは、優れた人間の発明だとは思うが、その魅力にのめり込んで本来の目

的を忘れることは恐ろしいことだ。 

土地の処分と言えば「売却」と思い込んでいる人が多いが、それをいうなら「譲渡」のはず。 

つまり、土地の所有権を手放すのにお金をもらうかどうかは関係ない。 

だが、このことを説明するのがとても難しい。 

 

そこで僕が思いついたのは、土地を売買用の資産と所有用の資源に分けるという方法だ。 

売買用の資産は常に不動産マーケットで価格が評価され、いつでも売買できるようにし、所有用の土地資源は永

続所有を原則として不動産マーケットには出さず、商品でなく地域社会そのものの価値を担って地域の不動産商

品の価値向上に貢献する。 

永久に売却しない土地ならば、その価格など意味を持たず、売却できない所有権なら無償で譲渡しても問題は無

い。 

それは、会社の社長がその地位を無償で継承するのと同じことだと僕が説明すれば、皆さんはなるほどと言って

くれた。 

だがそれでは、僕自身が納得できない。 

それは、所有と経営の分離であり、会社は株主が所有していて社長はタダの管理人だと言っているにすぎず、土

地の所有者が所有権をタダで譲る説明はできずにいた。 

 

でも、「財産と権利」がこの疑問に見事にこたえてくれる。 

所有権を財産権と支配権に分けて、財産権を放棄した支配権を定義すればいいと思う。 

僕が引き継ぎたいのは財産権でなく支配権であり、地主とはまさに土地の支配者のことなんだ。 

てなわけで、ようやく僕は所有者と地主の違いを明確にできた。 

これでやっと地主の学校の執筆が再開できるし、できればこのまま書き上げたい。 

次の面白い疑問に出会わないことを祈り、でもちょっとだけ新たな疑問に期待しつつ。 

 

http://nanoni.co.jp/20180910/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. トピックス：ちょっといい訳とお願い 

 

メルマガの発行が、一日遅れてしまいましたが、今日のブログ呼んでくれました？ 

システムの都合上、昨日付で発行しましたが、実は先ほどこのメルマガを下記ながら、思いつき、一気に書き上



げました。 

地主の学校とは、「土地所有者」を「地主」にしようというアイデアで、予定通り 8月中に書き上げたんですが、

実につまらないものに仕上がってしまいました。その理由は簡単で、「土地所有者」と「地主」の違いを説明でき

ずにいたからです。ブログにも書きましたが、たとえ一定の評価や賛同をいただいても、僕はそれを信用できま

せん。僕が求めているのは、心の底からの賛同であり、その次に不満や批判、そしてそこそこの賛同が最低です。 

結局そこそこの賛同とは、判っていない人のすることです。(これ、面白いから今度ブログで書こうかな) 

というわけで、少なくとも地主の学校は一番手ごわい壁を乗り越えたので、この後はスムーズに進むと思います。 

僕のスケジュールを見ても、笑恵館と自宅に閉じこもっていることはお分かりだと思いますが、早くこの本を持

って皆さんのところに行けるよう頑張りたいと思います。 

 

そこでお願いなんですが、是非、僕に会いに来てください。 

特に土曜日・笑恵館がお勧めです。 

「地主の学校を語る会」と称して、僕の話を聞いていただきますが、その代わりに無料でよろず相談承ります。 

皆さんのお越しをお待ちしてます。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）9/10 ○終日笑恵館で面談可 

（火）9/11 ○なのに作業日（青葉台） 

（水）9/12 ○なのに作業日（本郷 3丁目） 

（木）9/13 ○午後から笑恵館で面談可 

 15-17時 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）9/14 ○なのに作業日（青葉台） 

 19-21時 ★カプラー起業交流会（三茶） 

（土）9/15 ○終日笑恵館で面談可 

 12-18時 ★地主の学校を語る会（笑恵館） 

（日）9/16 ○作業日 

 

■その後のイベント 

9/20 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

9/22 ★地主の学校を語る会（笑恵館） 

9/23 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（飯能） 

9/27 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 



10/11 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

10/11 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

10/12 ★カプラー起業交流会（三茶） 

10/21 ★御宿グッドネイバーズ（御宿） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


